
登山ポストが設置されました

黒山三滝夏のライトアップが
行われます

農地パトロールを実施します

８月はチャイルドシート・シートベルト
着用促進月間です 　山を歩かれる方がコースなどを書いた届出用

紙を提出できるようにするため、６月 28 日に
越生町観光協会が越生駅西口総合案内所入口に
登山届ポストを設置しました。
　このポストは、町内の公園にあったイチョウ
の木を利用して作られたもので、高さ 150 ｃｍ・
直径 40 ｃｍで、右脇には記載台の板が備えら
れています。

　猛暑の夏、マイナスイオンたっぷりの黒山三
滝で普段は見ることができない夜のライトアッ
プされた滝を観賞しながら、涼んでみてはいか
がですか。途中に一部暗いところがありますの
で、お越しの際は懐中電灯等をご持参ください。
期　日　８月 11日（木）～８月 21日（日）
時　間　午後７時～９時
※雨天の場合も実施します。

あ ( 一社 ) 越生町観光協会
　う２９２-１４５１

　越生町農業委員会では、農地パトロール月間
として、８月に農地利用状況調査を実施します。
この調査は、平成 21年 12月に施行された改正
農地法に基づいて行うもので、調査にあたって
は、農業委員や農地利用最適化推進委員が農地
等に立ち入ることもありますので、農業者皆様
のご理解とご協力をお願いします。
※農地の適正な管理をお願いします。
　農地法第２条の２で、「農地について所有権ま
たは賃借権その他の使用および収益を目的とす
る権利を有する者は、当該農地の農業上の適正
かつ効率的な利用を確保するようにしなければ
ならない」と農地について権利を有する者の責
務が規定されています。
　遊休農地は、火災や病害虫の発生原因となり、
近隣の住民や農地へ悪影響をおよぼしますので、
除草（草刈）、病害虫の駆除等、適正な管理をお
願いします。

あ越生町農業委員会
　う内線１４１

　自動車の運転者には、６歳未満のお子さんを
車に乗せるときのチャイルドシート使用が義務
付けられています。
　また、運転席、助手席に加えて「後部座席」
のシートベルト着用が義務付けられています。
後部座席でシートベルトをしないと次のような
危険があります。
・天井やドアに強打するなど自分自身が大きな
被害をうけます。

・車外へ放り出され、後続車などにひかれるお
それがあります。

・前席の人を前へ押し出し、同乗者への加害に
つながります。

あ西入間警察署
　う２８４-０１１０
あ総務課　地域支援・防災安全担当
　う内線２１７

あ ( 一社 ) 越生町観光協会
　う２９２-１４５１
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お
知
ら
せ

公
共
下
水
道
排
水
設
備
工

事
責
任
技
術
者
共
通
試
験

試
験
日
　
11
月
27
㈰

場
所
　
聖
学
院
大
学（
上
尾
市
）

受
験
料
　
一
万
円
　

申
込
み
　
郵
送

※
詳
細
は
、
受
験
案
内
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
、
変
更
、
中

止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

あ
毛
呂
山
・
越
生
・
鳩
山
公
共

下
水
道
組
合
建
設
担
当

　
う
２
９
４-

９
３
３
３

優
良
運
転
者
を
表
彰

　
西
入
間
警
察
署
及
び
西
入

間
交
通
安
全
協
会
で
は
、
令

和
４
年
度
優
良
運
転
者
の
表

彰
を
行
い
ま
す
。
本
表
彰
に

お
け
る
表
彰
基
準
と
申
請
手

続
き
等
に
つ
い
て
、
下
記
の

と
お
り
ご
案
内
申
し
上
げ
ま

す
。

対
象
　
西
入
間
交
通
安
全
協
会

の
会
員
で
過
去
５
年
以
上
無
事

故
・
無
違
反
で
、
他
の
運

転
者
の
模
範
と
な
る
方

表
彰
区
分
　
①
無
事
故
・
無

違
反
歴
が
、
５
年
以
上
か

ら
40
年
以
上
の
５
年
ご
と

の
８
区
分
の
優
良
運
転
者
、

②
無
事
故
・
無
違
反
歴
が
、

50
年
以
上
の
優
良
運
転
者

申
込
み
　
８
月
１
日
㈪
～
９
月

15
日
㈭
ま
で
に
、
運
転
免

許
証
、印
鑑
、現
金
６
７
０
円

の
ほ
か
西
入
間
交
通
安
全
協

会
会
員
証
を
お
持
ち
の
方

は
西
入
間
警
察
署
に
持
参

あ
西
入
間
交
通
安
全
協
会
事
務

局
　
う
０
４
９-

２
８
９-

０
２
０
２

厚
生
労
働
省
か
ら
の

お
し
ら
せ

～
業
務
に
よ
っ
て
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
場
合
、

労
災
保
険
給
付
の
対
象
と
な
り

ま
す
～

●
感
染
経
路
が
業
務
に
よ
る
こ

と
が
明
ら
か
な
場
合

●
感
染
経
路
が
不
明
の
場
合
で

も
、
感
染
リ
ス
ク
が
高
い
業
務

（
※
）
に
従
事
し
、
そ
れ
に
よ

り
感
染
し
た
蓋
然
性
が
強
い
場

合※
（
例
１
）
複
数
の
感
染
者
が

確
認
さ
れ
た
労
働
環
境
下

で
の
業
務

※
（
例
２
）
顧
客
等
の
近
接
や

接
触
の
機
会
が
多
い
労
働

環
境
下
で
の
業
務

●
医
師
・
看
護
師
や
介
護
の
業

務
に
従
事
さ
れ
る
方
々
に
つ
い

て
は
、
業
務
外
で
感
染
し
た
こ

と
が
明
ら
か
な
場
合
を
除
き
、

原
則
と
し
て
対
象

●
症
状
が
持
続
し
（
罹
患
後
症

状
が
あ
り
）、
療
養
等
が
必
要

と
認
め
ら
れ
る
場
合
も
保
険
給

付
の
対
象

　
詳
し
く
は
、
厚
生
労
働
省

H
P

の
Q
&
A
（
項
目
「
５
労

災
補
償
」）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

https://w
w
w.m

hlw.go.jp/
sff/seisakunitsuite/bunya/
kenkou_iryou/dengue_
fever_qa_00018.htm

l#Q5-1

あ
埼
玉
労
働
局
労
働
基
準
部
労

災
補
償
課

　
う
０
４
８-

６
０
０-

６
２
０
７

女
性
人
権
擁
護
委
員
に
よ

る
特
設
人
権
相
談
所

日
時
　
９
月
15
日
㈭
　
受
付

は
午
後
３
時
ま
で
（
午
後

０
時
15
分
～
１
時
15
分
は

昼
休
み
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。）

場
所
　
JR
・
東
武
東
上
線
川

越
駅
西
口
（
徒
歩
５
分
）

ウ
エ
ス
タ
川
越
3
階
相
談
室

担
当
相
談
室
　
川
越
人
権
擁

護
委
員
協
議
会
所
属
　
女

性
人
権
擁
護
委
員

申
込
み
　
あ
へ
申
込
み

あ
川
越
人
権
擁
護
委
員
協
議

会
事
務
局

　
う
０
４
９-

２
４
７-

４
０
２
２

　
　（
火・金
）午
前
９
時
〜
午

後
４
時
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